
会 告 

 

代議員選挙の立候補者募集について 

投票については、会誌１０月号でご案内いたします 

代議員選挙管理委員会  

 

一般社団法人建築設備技術者協会では代議員選挙

規程（以下「選挙規程」という。）に基づき、２００

０年度から２年毎に代議員選挙を実施しています。 

 本年は、第１３回目の選挙の年に当たりますので、

定款第６条、定款細則第９条及び選挙規程に基づき、

下記のとおり代議員選挙の立候補者を募集いたしま

す。 

 投票については、会誌１０月号にてご案内いたしま

す（今回より、WEBによる投票を予定しております）。 
 
 
 
 
 

［代議員選挙立候補者募集要項］   
 
 

（１）立候補届出の締切日 

２０２４年 ９月 ２日（月）（支部必着） 
 

（２）立候補の届出 

  右記様式の代議員選挙立候補届出書に必要事項

を記載の上、所属する支部長宛に送付してください。 

なお、所属する支部とは、正会員の方から申し

出のあった通信先（会費請求書等の送付先）が含

まれる支部（「選挙規程」の別表参照）のことで

す。 
 

（３) 立候補者となる資格 

① 正会員であること(９月１日現在)。 

② 立候補者と同一支部に所属する正会員５名以上

の推薦を得ること。 
 

 (注)正会員が複数の立候補者の推薦者となる場合、代議員

選挙規程の別表中の連記投票数を超えた数の立候補者を

推薦することはできません。これを超えて推薦した場合

は、推薦者の資格を失うことになります (「選挙規程」

第６条)。 
 

（４）代議員の任期 

 今回、選出される代議員の任期は、２０２５年１

月１日から２０２６年１２月３１日までの２年間。 

 

 

 

 

 

（５）代議員選挙のスケジュール 

 ２０２４年 ９月 ２日 立候補届出締切 

  ２０２４年１０月上旬 候補者名簿、投票案内 

 （会誌１０月号およびホームページにて案内） 

  ２０２４年１１月３０日 投票締切 

２０２４年１２月中旬 当選者および補欠者公表 
 
 

《立候補届出書様式・Ａ４サイズ》 

 

 

 

本様式の届出用紙は、(一社)建築設備技術者協会 

ホームページからダウンロードできます。 
 
 
 

ご不明の点は下記までお問い合わせください。 

一般社団法人 建築設備技術者協会  事務局 

電話 03-5408-0063  メールinfo@jabmee.or.jp 

 



立候補届出書の送付先 
 

支部名 支部長名 所 在 地 電話 

 北海道支部 里中 雅幸  〒060-0004 

 北海道札幌市中央区北4条西19丁目1-1  北海道設備会館 

 電話  011-621-4106 

 東 北 支 部 赤井 仁志  〒980-0014 

 宮城県仙台市青葉区本町3-5-22 宮城県管工事会館 

 電話  022-224-7091 

 関 東 支 部 豊岡俊一郎  〒107-0052 

 東京都港区赤坂2丁目21番3号 レドンドビル5階 

 電話  03-5408-0063 

 北信越支部 中川 勝弘   〒921-8526 

 石川県金沢市御影町10-7 菱機工業（株）内 

 電話  076-245-7000 

 中 部 支 部 黒田 慎二   〒460-0003 

愛知県名古屋市中区錦1-7-31 山田ビル3階 

 電話  052-253-7837 

 近 畿 支 部 坂東 功一   〒559-0034 

 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC/ITM棟11階 

 電話  06-6612-8858 

 中国･ 

   四国支部 

上野 浩司   〒730-0051 

 広島県広島市中区大手町3-8-22  広島管工事会館 

 電話  082-244-1770 

 九 州 支 部 藤井  修   〒810-0001 

 福岡市中央区天神2丁目3-10 天神パインクレスト622 

 電話  092-713-5188 

 

 

 

 

 

一般社団法人建築設備技術者協会 定款（抜粋） 
 
 

第３章 社員 

    

 （法人の構成員） 

第 6条 この法人に次の会員を置く。 

(1) 第一種正会員 建築設備士又は設備設計一級建築

士で、この法人の目的に賛同して

入会した者 

 (2) 第二種正会員 第一種正会員以外の者で、公益社

団法人空気調和・衛生工学会が行

う空気調和部門又は衛生部門の資

格検定試験に合格し、この法人の

目的に賛同して入会した者 

 (3) 準 会 員  前 2 号の会員以外の建築設備に関

する技術を有する者で、この法人

の目的に賛同して入会した者 

 (4) 賛 助 会 員 この法人の事業を賛助するため

に入会した者又は団体 

 (5) 名 誉 会 員 会長経験者、この法人に顕著な功

労のあった正会員又は特別会員で、

総会において推薦された者 

 (6) 特 別 会 員 この法人に功労のあった者又は

学識経験者で、総会において推薦

された者 

 

2 この法人の社員は、第１種正会員及び第2種正会員（以

下「正会員」という）の中から代議員選挙によって選

出された代議員（100 人以上 120 人以内）をもって、一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法

人法」という）上の社員とする。 

参 考 （定款、定款細則の抜粋および代議員選挙規程） 



3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行

う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会の決

議を経て会長が別に定める。 

4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正

会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。 

5 第 3 項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と

等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事

会は、代議員を選出することはできない。 

6 第 3 項の代議員選挙は、2 年に 1度、10 月に実施する

こととし、代議員の任期は選挙終了直後の 1 月 1 日か

ら 2 年間とする。ただし、代議員が総会決議取消しの

訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の

訴え（法人法第 266 条第 1 項、第 268 条、第 278 条、

第 284 条）を提起している場合（法人法第 278 条第 1

項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含

む。）には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議

員は社員たる地位を失わない（当該代議員は、役員の

選任及び解任（法人法第 63 条及び第 70 条）並びに定

款変更（法人法第 146 条）についての議決権を有しな

いこととする）。 

7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くことと

なるときに備えて補欠の代議員を選挙することができ

る。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した

代議員の任期の満了する時までとする。 

8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も

併せて決定しなければならない。 

 (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨 

 (2) 当該候補者を 1 人又は 2 人以上の特定の代議員の

補欠の代議員とするときは、その旨及び当該特定

の代議員の氏名 

 (3) 同一の代議員（2人以上の代議員の補欠として選任

した場合にあっては、当該 2 人以上の代議員）につき 2

人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の

代議員相互間の優先順位 

9 第７項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有

する期間は、選任後最初に実施される第 6 項の代議員

選挙終了の時までとする。 

 

一般社団法人建築設備技術者協会 定款細則（抜粋） 

（会員の権利） 

第４条 会員の権利は次のとおりとする。 

 （1）正会員は、代議員の選挙権及び被選挙権をもつ。 

（2）正会員は、総会に出席して意見を述べることがで

きる。 

 （3）すべての会員は、会誌の配布を受ける。 

 （4）すべての会員は、本協会の刊行図書について特典

を受けるほか、本協会の主催する事業に参加することが

できる。 

 

（代議員の選挙） 

第９条  定款第 6 条第 3 項における代議員選挙に関する

規定を次のとおり定める。 

２  代議員の選挙は、会長が理事会の議決を経て支部別

に定める代議員の定数に従い、その支部に所属（本人

の申し出による通信先が当該支部区域内にあること。）

する正会員である候補者を対象として、その支部に所

属する正会員によって行う。 

３  支部別の代議員の定数は、正会員数を勘案して別に

定める。 

４  代議員の任期は、選挙終了直後の１月１日から 2 年

間とする。 

５  代議員選挙の適正かつ円滑な執行管理を行うため、

選挙管理委員会を設ける。 

６  代議員が、所属する支部を変更したときは、代議員

の資格を失い、当該支部の代議員は欠員となる。 

７  代議員に欠員を生じたときは、当該支部における補

欠者をもってこれを補う。 

８  代議員選挙の運営は、定款及び本定款細則によるほ

か、理事会の決議を経て、会長が別に定める代議員選

挙規程による。 

 

一般社団法人建築設備技術者協会代議員選挙規程 
 

（目  的） 

第 1 条  この規程は、一般社団法人建築設備技術者協会

定款（以下「定款」という。）第 6条第 3 項及び一般社

団法人建築設備技術者協会定款細則（以下「細則」と



いう。）第 9条の規定にもとづき、代議員選挙（以下「選

挙」という。）について定め、公正かつ円滑な運営をは

かることを目的とする。 

（選挙執行者） 

第 2条  選挙の執行者は、会長とする。 

（選挙権及び被選挙権） 

第 3 条  定款第 6 条第 4 項および 5 項の規定により、代

議員選挙の選挙権及び被選挙権は、選挙を行う年の 9

月 1日現在における正会員が持つ。 

（選挙管理委員会） 

第 4 条  代議員選挙を執行管理するため、選挙管理委員

会を置く。 

2  選挙管理委員会は、次の委員をもって組織する。 

(1) 会長が理事の中から理事会の承認を得て指名した

もの 2名 

(2) 会長が正会員の中から理事会の承認を得て指名し

たもの 3名 

3  前項第 1号及び第 2号の委員の任期は、選挙を行う年

の 6 月から翌々年 5 月までとする。ただし、補欠によ

って就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

4  選挙管理委員会に委員長 1名を置く。 

5  委員長は、委員の互選による。 

6  委員長は、選挙管理委員会を代表し、その事務を総理

する。 

7  選挙管理委員会は、委員の半数以上の出席がなければ

開くことができない。 

8  選挙管理委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可

否同数のときは委員長の決するところによる。 

9  委員は代議員選挙の候補者になることはできない。 

（選挙の方法） 

第 5 条  選挙は、細則第 5 条第 2 項の規定による支部毎

に、本協会が交付する用紙による無記名投票とし、2

年毎に 12 月末日までに行う。 

2  選挙管理委員会は、選挙を行う年の 12 月末日までに

選挙が終了するよう選挙期日を定め、これを有権者に

通知する。 

3  投票者は、第 1項の本協会が交付する投票用紙に選出

しようとする者を、別表に定める支部毎の連記投票数

以内を自ら記載し、これを選挙管理委員会へ選挙期日

までに到着するように郵送しなければならない。 

4  選挙の開票は本部において一括して行う。 

（候補者） 

第 6 条  正会員は自己と同一支部に所属する 5 人以上の

正会員の推薦を得て、選挙に立候補することができる。 

2  正会員は、別表に定める当該支部の連記投票数以内に

おいて、自己と同一支部に所属する立候補者の推薦者

となることができる。 

3  立候補者は、選挙を行う年の 9 月 30 日までに、別に

定める様式により、所属する支部の支部長に届け出な

ければならない。 

4  会長は、支部長と協議の上、代議員選挙の期日前に、

別表に定める当該支部の代議員数に代議員補欠者数を

加えた数以上の候補者を確保するよう努め、これを正

会員に通知する。 

（投票の効力） 

第 7 条  投票の効力は選挙管理委員会が決定する。この

決定に当たっては第 2 項及び第 3 項の規定に該当しな

い限りにおいて、投票者の意志が明白であれば、その

投票を有効とするようにしなければならない。 

2  次の各号の一に該当する投票は、無効とする。 

  (1) 第 5 条第 3項の規定に違反するもの 

  (2) 何人を記載したかを確認し難いもの 

3  所定の員数を越えて記載したものは、その全部を無効

とする。 

（当選人の決定） 

第 8 条  別表に定める支部別に有効投票の得票数の多い

順位によって当選者及び補欠者を決める。得票数が同

一の場合は、選挙管理委員会が抽選でその順位を決め

る。 

2  選挙管理委員会は選挙投票の開票を行い、当選者及び

補欠者の氏名を各本人に通知するほか、これを公表す

る。 

（当選の無効） 

第 9 条  当選者が定款第 6 条第 4 項及び細則第 4 条第 1

項に定める被選挙権の資格を欠くに至った場合におい

ては、当選は無効とし、補欠者をもって充てる。 

2  有権者は、選挙が定款、規則及びこの規程に違反して

行われたことを理由に当選人の決定に異議のある場合

は、当選者の決定後２か月以内に選挙管理委員会に文

書をもって異議の申立てをすることができる。この場



合に選挙管理委員会は、申立の内容が選挙の結果に異

動を及ぼすおそれがあると認めたときは、選挙の全部

又は一部の無効を決定する。 

（記録の保存） 

第 10 条 選挙管理委員会は投票の記録を作成し、全投票

とともにこれを当該選挙にかかる代議員の任期終了ま

で保存しなければならない。 

（代議員の定数） 

第 11 条 支部別の代議員の定数は、正会員数を勘案して

別表のとおりとし、4年毎に見直すものとする。 

（代議員の補充） 

第 12 条 代議員が欠けた場合は、支部別に補欠者のうち

から得票順に補充しなければならない。 

2  前項の代議員補欠者の数は、別表に定めるとおりとす

る。 

 

附  則 

1  この規程は、平成 12 年度通常総会において承認され

た定款の一部変更について建設大臣の認可のあった日

から施行する。 

2  定款第 13 条第 4 項、規則第 7 条及びこの規程にもと

づく第 1回の選挙は平成 12 年度に行う。 

 

  

別 表 

支部別の代議員数、代議員補欠者数及び連記投票数 （単位 人）  
 

名 称 
事務所の 

設置場所 

対象区域 

（都道府県） 
代議員数 

代議員 

補欠者数 
連記投票数 

北海道支部 札幌市 北海道 ４ ２ ２ 

東 北 支 部  仙台市 
青森，岩手，宮城，秋田，山形，

福島 
６ ２ ２ 

関 東 支 部  
東京都 

港 区 

茨城，栃木，群馬，埼玉，千葉，

東京，神奈川，山梨 
５２ ５ １０ 

北信越支部 金沢市 長野，新潟，富山，石川，福井 ４ ２ ２ 

中 部 支 部  名古屋市 岐阜，静岡，愛知，三重 １０ ２ ３ 

近 畿 支 部  大阪市 
滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，

和歌山 
１５ ３ ５ 

中国・四国支部 広島市 
鳥取，島根，岡山，広島，山口，

徳島，香川，愛媛，高知 
６ ２ ２ 

九 州 支 部  福岡市 
福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，

宮崎，鹿児島，沖縄 
８ ２ ２ 

計 １０５ ２０ ２８ 

 


